
農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び 

農林水産大臣の定める期日を定める件の一部を改正する件について 

令和４年３月 

農林水産省農産局 

１ 改正の背景 

農産物検査法（昭和 26 年法律第 144 号）に基づく農産物検査では、目視により異物等

の混入率、形質等を確認の上、等級を鑑定して品位についての検査を行うこととしていた

が、令和３年５月の「農産物検査規格・米穀の取引に関する検討会とりまとめ」を踏まえ、

米穀実需の多様化を受け、水稲うるち玄米の品位についての検査について、機械により容

積重の測定値及び白未熟粒等の混入率を測定して行うこともできることとした（この鑑定

方法の追加については、農産物検査法施行規則の規定に基づき鑑定方法を定める件の一部

を改正する件（令和４年２月 28 日農林水産省告示第 481 号）で公布済み）。 

２ 改正の趣旨、主な内容 

農産物検査法施行規則の規定に基づき農林水産大臣の定める様式及び農林水産大臣の

定める期日を定める件（平成 13 年３月 22 日農林水産省告示第 445 号）において、国内産

農産物の品位等検査に係る検査結果報告書として等級を記載する別記様式第１号を定め

ているところ、上記の背景を踏まえ、水稲うるち玄米について機械鑑定を前提とした規格

による品位の測定結果を記載する検査結果報告書として、別記様式第１号の２を加える。 

３ 施行期日 

  令和４年３月 30 日
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